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Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｈ６－５５９ 記録媒体部品及び付属品 
 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－４１９０  一 記録媒体部品及び付属品 

Ｈ４－４１９１  一 レコード収納具 

Ｈ４－４１９３  全 テープリール 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｆ２－７１４ 情報記録媒体整理保管具 

Ｆ４－９１１４ 包装用巻き芯 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
７ 

この分類に含まれる物品 

テープレコーダー用リール ビデオテープレコーダー用リール テープリール収納ケース 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

Ｈ６－５５９には記録媒体の部品及び付属品を分類する。 

ディスク等を組み込んで記録機に挿入するものを含む。 

登録 01073014 

集積回路内蔵カード用

アダプター 

 

登録 01143408 

集積回路内蔵カード 

アダプター 

登録 01172796 

テープリール用芯 

 

登録 01046174 

光学的記録媒体 

カードホルダ 

 

登録 01075843 

ピーシーカード用 

アダプター 
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意匠分類定義カード

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

■Ｈ６－５５４（カートリッジ記録媒体）との関係■ 

・カートリッジのみ（ディスク、半導体を具備しないもの）はＨ６－５５４へ。 

・記録機に挿入する際に使用する、ディスク等を保持するもの（アダプター）は、Ｈ６－５５９に。 

・アダプターか、カートリッジか迷うものは、Ｈ６－５５９に。 

 

■その他巻き芯との関係■ 

・保管するために収納することを 

 目的としているものは、 

 Ｆ２－７１４に分類する。 

 

・巻き芯に商品を巻き付けた状態で 

 販売される簡易なものは、 

 Ｆ４－９１１４（包装用巻き芯）に分類する。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

Ｆ２－７１４  

登録 856780 号 

ディスクホルダー 

 


